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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

  平成19年６月27日に提出いたしました第８期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の

記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

であります。 

  

２【訂正事項】  

  第一部 企業情報 

   第２ 事業の状況 

    ４ 事業等のリスク 

      

３【訂正箇所】 

   訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

  第一部 【企業情報】 

   第２ 【事業の状況】 

    ４ 【事業等のリスク】 

  

（訂正前） 

(1) 事業内容について 

① 他社との競合状態について 

平成18年版「情報通信白書」(総務省編)によりますと、平成17年末の日本のインターネット人口普及率は

66.8％と推計されており、平成16年度末と比べて4.5ポイントの増加となっております。 

このように、日本のインターネット普及率は60%を超え普及が相当進んでおり伸び率は鈍化しており、競合状態

はますます厳しくなるものと考えております。同業他社の中には、当社グループと比べ大きな資本力、販売力等

の経営資源、高い知名度等を有しているものもあり、当社グループの競争力が低下する可能性があります。 

  

② ブロードバンド化の進展について 

平成18年版「情報通信白書」(総務省編)によりますと、ブロードバンド回線の契約数は、約2,330万件（対前年

度比19.1%増）となっております。なかでもＤＳＬの契約数が1,452万契約数（対前年度比6.2%増）で最も多く、

続いてＦＴＴＨ（家庭向け光ファイバー）が約546万件（同88.4%増）となっております。また、自宅のパソコン

からインターネットを利用している世帯に対し、インターネット接続回線の変更予定については、「変更の予定

がある」又は「変更するかどうか検討中」と答えた世帯は、23.9%であり、さらに変更を予定している回線につい

ては、80.5%がFTTHへ変更を予定していると回答しており、ＦＴＴＨへの関心の高まりが示されております。 

以上のとおり、今後は光ファイバーの普及によって一層のブロードバンド化が急速に進展すると予想してお

り、当社グループはブロードバンド化に対応するためにバックボーン設備の増強やネットワークの強化に注力し

優位性を確保してまいりましたが、ブロードバンド化が予想どおりに進行しない場合においては、優位性が相対

的に低下する可能性があり、業績の悪化につながる可能性があります。 



③ 安全対策について 

データセンターへのハウジングサービスを契約いただいている顧客の入退室管理等のデータセンターの管理体

制については、24時間体制での有人による管理に加え、監視カメラ設置、カードキーによる入退室時の情報管理

等、管理体制には万全を期しております。また、火災への対策として、ガス式の消火設備や高感度の火災検知装

置を導入するとともに、専門の業者による定期的な検査の実施や、当社員による目視の安全点検を行っておりま

す。通信設備につきましても、火災・地震などの災害に対して必要な防災措置を施し、電源やネットワークの安

定化・データセンター24時間監視に努めております。また、ファイヤーウォール、接続回線の二重化、コンピュ

ータウィルス防御などの安全対策を施しております。 

しかしながら、予期せぬ自然災害や不法な行為などが生じた場合には、サービスの提供ができなくなり、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ データセンターの使用契約について 

新宿データセンターについては、グローバルアクセス株式会社と、データセンターを賃貸する覚書(コロケーシ

ョンサービス利用に関する覚書)を取り交わし、同社の利用規約に基づき、貸与を受けております。同社の利用規

約によると、契約期間は当社が利用するラックごとに定められ、使用開始日から１年間を契約期間として、その

後も１年ごとに自動継続することとなっています。 

堂島データセンターについては、西日本電信電話株式会社とデータセンターを賃貸する契約(通信設備等の保守

等に関する基本契約書)を結び、貸与を受けております。本契約については、平成22年３月31日が終了日となって

おり、終了日から１年間延長でき、その後も同様となっております。 

しかし、両データセンターとも、契約期間内であっても３ヶ月前までに通告することによって解消できる条項

が含まれており、その場合には当社の負担により当社設備の撤去を行わなければならないこととなっています。

そのため、予期せず当社に帰さない契約の解消が生じた場合には、撤去費用もしくは他のデータセンターへの移

転費用が予算を超えて計上されることとなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 個人情報保護法について 

当社グループでは、ビジネスユースの顧客からパーソナルユースの顧客まで幅広くサービスを提供しているた

め、多くの顧客情報を蓄積しております。このため当社は個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当

し、個人情報の取扱いについて規制の対象となっております。 

当社では、コンピュータシステムにおけるセキュリティ強化を随時行うとともに、情報保護に関する各種規定

を定めて運用しております。また、当社サイト上にプライバシーポリシーを提示し、当社の取り組みを提示して

おります。しかし、当社の持つ顧客情報の一部ないしは全部が業務用以外で使用されたり、外部に流出したりす

る事態になると、その事後処理にあたって相当のコストを負担しなければならない可能性があります。また、当

社顧客からの損害賠償請求を受ける可能性があります。 

さらに、風評被害により申し込み数の低下や解約が行われる可能性があり、これらのことから当社業績に影響

を及ぼす可能性があります。 



⑥ 法的規制について 

当社は、電気通信事業法による届出を総務省 近畿総合通信局に行っており、E11-1397 として登録を行ってお

ります。また、現時点においては同法及び所轄官庁の通達などに、当社の事業に大きな影響を及ぼすような条項

などは含まれておりませんが、免許制度による業務範囲の指定等がなされる可能性があります。この場合当社の

業務に支障をきたす可能性があります。 

また、電気通信事業法の第14条において取消事由が定められており、内容は次のとおりとなっております。 

・電気通信事業法に基づき命令・処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められたとき 

・不正の手段により電気通信事業者登録または変更登録を受けたとき 

・電気通信事業法、有線電気通信法、電波法の規定により罰金以上の刑に処せられた場合 

・役員が、前号に該当した場合 

電気通信事業法で規定される「通信の秘密」や「利用の公平」などの原則を役員・社員に対して徹底し、法令

違反が発生しないよう体制作りを行っておりますので、当社は登録の取消の事由に該当する事実はないと認識し

ております。また、登録制度における有効期限はございません。しかしながら、将来、何らかの理由により登録

等の取消等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

  

⑦ 中国市場について 

当社グループでは、中国市場におけるレンタルサーバ提供を行っており、その市場規模の大きさから見て、急

速な業務拡大が見込まれるものと考えております。中国の準政府機関であるＣＮＮＩＣ(中国互聯網絡信息中心＝

中国ネットワークインフォメーションセンター)によって平成17年７月21日に発表された第16回中国インターネッ

ト発展状況報告によると、インターネット利用者数は１億300万人を超えており、既に日本のインターネット利用

者数を大幅に超える状況となっております。 

しかし、中国においては電気通信分野における規制が多く、免許制度による外資の参入制限や事業範囲の制限

など、円滑に事業を継続できない可能性があります。また、中国の通貨である元の円に対する変換レートが変動

することによる、その他経費等の負担増が考えられます。 

当社グループでは、これらのリスクを回避するために、中国を専門とするコンサルティング会社と契約するこ

とによって、事前に対策を行えるような体制を確保しておりますが、予期せぬ事象の発生により、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 出資について 

当社グループでは、出資を行う場合において、投資判断基準に則った方法により、投資判断を行っておりま

す。具体的には、財務基準、投資対象基準、報告基準、債権保護基準を設け、各方面からの検証及び精査・確認

を行い、必要に応じて外部の調査機関に調査を依頼した上で、取締役会における取締役全員の承認を得ることを

条件として、投資等を行っております。しかし、提出された財務諸表や調査内容に誤りがあった場合や、予期せ

ぬ事象の発生により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 



⑨ コンテンツの内容について 

当社グループでは、約款において禁止事項を定め、法令や公序良俗に反するなどのコンテンツを排除するよう

努めておりますが、約款に反して顧客が違法なコンテンツの設置をはじめとした触法行為を行った際、当社とい

たしましては、サーバに残されたデータやログを令状を元に捜査当局に対して提出することがあります。現在

は、当社がサーバからＣＤ－ＲＯＭ等の媒体に複写して、その媒体を提出することになりますが、今後法的規制

が強化された場合には、該当する設備のすべてを差し押さえ等される可能性があります。そのような場合には、

サーバの使用ができなくなりサービスの提供が中断するなど、可用性が低下することから当社の企業イメージが

一時的にせよ傷つけられたり、損害賠償責任が生じたりする可能性があります。 

（訂正後） 

(1) 事業内容について 

① 他社との競合状態について 

平成18年版「情報通信白書」(総務省編)によりますと、平成17年末の日本のインターネット人口普及率は

66.8％と推計されており、平成16年度末と比べて4.5ポイントの増加となっております。 

このように、日本のインターネット普及率は60%を超え普及が相当進んでおり伸び率は鈍化しており、競合状態

はますます厳しくなるものと考えております。同業他社の中には、当社グループと比べ大きな資本力、販売力等

の経営資源、高い知名度等を有しているものもあり、当社グループの競争力が低下する可能性があります。 

  

② ブロードバンド化の進展について 

平成18年版「情報通信白書」(総務省編)によりますと、ブロードバンド回線の契約数は、約2,330万件（対前年

度比19.1%増）となっております。なかでもＤＳＬの契約数が1,452万契約数（対前年度比6.2%増）で最も多く、

続いてＦＴＴＨ（家庭向け光ファイバー）が約546万件（同88.4%増）となっております。また、自宅のパソコン

からインターネットを利用している世帯に対し、インターネット接続回線の変更予定については、「変更の予定

がある」又は「変更するかどうか検討中」と答えた世帯は、23.9%であり、さらに変更を予定している回線につい

ては、80.5%がFTTHへ変更を予定していると回答しており、ＦＴＴＨへの関心の高まりが示されております。 

以上のとおり、今後は光ファイバーの普及によって一層のブロードバンド化が急速に進展すると予想してお

り、当社グループはブロードバンド化に対応するためにバックボーン設備の増強やネットワークの強化に注力し

優位性を確保してまいりましたが、ブロードバンド化が予想どおりに進行しない場合においては、優位性が相対

的に低下する可能性があり、業績の悪化につながる可能性があります。 

  



③ 安全対策について 

データセンターへのハウジングサービスを契約いただいている顧客の入退室管理等のデータセンターの管理体

制については、24時間体制での有人による管理に加え、監視カメラ設置、カードキーによる入退室時の情報管理

等、管理体制には万全を期しております。また、火災への対策として、ガス式の消火設備や高感度の火災検知装

置を導入するとともに、専門の業者による定期的な検査の実施や、当社員による目視の安全点検を行っておりま

す。通信設備につきましても、火災・地震などの災害に対して必要な防災措置を施し、電源やネットワークの安

定化・データセンター24時間監視に努めております。また、ファイヤーウォール、接続回線の二重化、コンピュ

ータウィルス防御などの安全対策を施しております。 

しかしながら、予期せぬ自然災害や不法な行為などが生じた場合には、サービスの提供ができなくなり、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ データセンターの使用契約について 

東新宿データセンターについては、グローバルアクセス株式会社とデータセンターを賃貸する覚書(コロケーシ

ョンサービス利用に関する覚書)を取り交わし、同社の利用規約に基づき、貸与を受けております。同社の利用規

約によると、契約期間は当社が利用するラックごとに定められ、使用開始日から１年間を契約期間として、その

後も１年ごとに自動継続することとなっています。 

 堂島データセンターについては、西日本電信電話株式会社とデータセンターを賃貸する契約(通信設備等の保

守等に関する基本契約書)を結び、貸与を受けております。本契約については、平成22年３月31日が終了日となっ

ており、終了日から１年間延長でき、その後も同様となっております。 

 代官山データセンターについては、株式会社アット東京とデータセンターを賃貸する契約（コロケーション

サービス基本契約）を結び、貸与を受けております。本契約については、契約締結日から５年間とし、その後も

１年ごとに自動継続することとなっています。 

 しかし、いずれのデータセンターとも、契約期間内であっても３ヶ月前までに通告することによって解消で

きる条項が含まれており、その場合には当社の負担により当社設備の撤去を行わなければならないこととなって

います。そのため、予期せず当社に帰さない契約の解消が生じた場合には、撤去費用もしくは他のデータセンタ

ーへの移転費用が予算を超えて計上されることとなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 個人情報保護法について 

当社グループでは、ビジネスユースの顧客からパーソナルユースの顧客まで幅広くサービスを提供しているた

め、多くの顧客情報を蓄積しております。このため当社は個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当

し、個人情報の取扱いについて規制の対象となっております。 

当社では、コンピュータシステムにおけるセキュリティ強化を随時行うとともに、情報保護に関する各種規定

を定めて運用しております。また、当社サイト上にプライバシーポリシーを提示し、当社の取り組みを提示して

おります。しかし、当社の持つ顧客情報の一部ないしは全部が業務用以外で使用されたり、外部に流出したりす

る事態になると、その事後処理にあたって相当のコストを負担しなければならない可能性があります。また、当

社顧客からの損害賠償請求を受ける可能性があります。 

さらに、風評被害により申し込み数の低下や解約が行われる可能性があり、これらのことから当社業績に影響

を及ぼす可能性があります。 



⑥ 法的規制について 

当社は、電気通信事業法による届出を総務省 近畿総合通信局に行っており、E11-1397 として登録を行ってお

ります。また、現時点においては同法及び所轄官庁の通達などに、当社の事業に大きな影響を及ぼすような条項

などは含まれておりませんが、免許制度による業務範囲の指定等がなされる可能性があります。この場合当社の

業務に支障をきたす可能性があります。 

また、電気通信事業法の第14条において取消事由が定められており、内容は次のとおりとなっております。 

・電気通信事業法に基づき命令・処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められたとき 

・不正の手段により電気通信事業者登録または変更登録を受けたとき 

・電気通信事業法、有線電気通信法、電波法の規定により罰金以上の刑に処せられた場合 

・役員が、前号に該当した場合 

電気通信事業法で規定される「通信の秘密」や「利用の公平」などの原則を役員・社員に対して徹底し、法令

違反が発生しないよう体制作りを行っておりますので、当社は登録の取消の事由に該当する事実はないと認識し

ております。また、登録制度における有効期限はございません。しかしながら、将来、何らかの理由により登録

等の取消等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

  

⑦ 中国市場について 

当社グループでは、中国市場におけるレンタルサーバ提供を行っており、その市場規模の大きさから見て、急

速な業務拡大が見込まれるものと考えております。中国の準政府機関であるＣＮＮＩＣ(中国互聯網絡信息中心＝

中国ネットワークインフォメーションセンター)によって平成17年７月21日に発表された第16回中国インターネッ

ト発展状況報告によると、インターネット利用者数は１億300万人を超えており、既に日本のインターネット利用

者数を大幅に超える状況となっております。 

しかし、中国においては電気通信分野における規制が多く、免許制度による外資の参入制限や事業範囲の制限

など、円滑に事業を継続できない可能性があります。また、中国の通貨である元の円に対する変換レートが変動

することによる、その他経費等の負担増が考えられます。 

当社グループでは、これらのリスクを回避するために、中国を専門とするコンサルティング会社と契約するこ

とによって、事前に対策を行えるような体制を確保しておりますが、予期せぬ事象の発生により、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 出資について 

当社グループでは、出資を行う場合において、投資判断基準に則った方法により、投資判断を行っておりま

す。具体的には、財務基準、投資対象基準、報告基準、債権保護基準を設け、各方面からの検証及び精査・確認

を行い、必要に応じて外部の調査機関に調査を依頼した上で、取締役会における取締役全員の承認を得ることを

条件として、投資等を行っております。しかし、提出された財務諸表や調査内容に誤りがあった場合や、予期せ

ぬ事象の発生により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 



⑨ コンテンツの内容について 

当社グループでは、約款において禁止事項を定め、法令や公序良俗に反するなどのコンテンツを排除するよう

努めておりますが、約款に反して顧客が違法なコンテンツの設置をはじめとした触法行為を行った際、当社とい

たしましては、サーバに残されたデータやログを令状を元に捜査当局に対して提出することがあります。現在

は、当社がサーバからＣＤ－ＲＯＭ等の媒体に複写して、その媒体を提出することになりますが、今後法的規制

が強化された場合には、該当する設備のすべてを差し押さえ等される可能性があります。そのような場合には、

サーバの使用ができなくなりサービスの提供が中断するなど、可用性が低下することから当社の企業イメージが

一時的にせよ傷つけられたり、損害賠償責任が生じたりする可能性があります。 

  

⑩ 米国Turbine,Inc.との販売サービス契約(DISTRIBUTION AND SERVICES AGREEMENT)について 

 平成17年12月27日に米国Turbine,Inc.と「ダンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン™ ストームリーチ™ 」

の日本国内におけるゲームソフトの販売の契約を締結しております。この契約は平成17年12月27日より平成21年

12月27日が契約期間となっております。また、平成18年８月31日に同米国法人と「ロード・オブ・ザ・リング

ス・オンライン アングマールの影」の日本国内におけるゲームソフトの販売等を締結しております。この契約

は正式サービス開始より４年間が契約期間となっております。 

 しかし、いずれの契約も双方の合意をもって自動延長もしくは契約期間内での中途解約を認めるとあり、オ

ンラインゲーム事業が想定した会員数に達しなかった場合であっても、双方の合意がなければ契約期間内での中

途解約ができず、契約終了日までサービスの提供を継続しなければならない可能性があります。そのため、オン

ラインゲーム事業を継続するための運営費等が計上され業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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